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エグゼクティブサマリー
2017年4月6日、経済協力開発機構（OECD）は、国別報告書の実施指針
（Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting）の
改定版（以下、「改定指針」）を公表しました。改定指針は、①国別報告書のテンプ 
レートに記載されている項目の定義、②国別報告書において報告対象となる事業
体、③国別報告書の提出義務、④国別報告書の共有メカニズム（情報交換、代理親
会社による提出、ローカル・ファイリング等）に係る4つの論点別の校正となってお
り、新たに追加された5つの質問事項が含まれています。

改定指針は現在、英語とフランス語で閲覧できますが、近日中にドイツ語でも閲覧
できるようになる予定です。
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詳細解説
2016年6月、OECDは、BEPSプロジェクト行動13に基づく 
国別報告書の実施において、一貫性の確保を目的とする追
加的な指針を公表しました。この追加指針で表明された論点
は、①親会社の税務管轄地において任意提出を行う多国籍企
業（以下、「MNE」）が選択可能な提出方法に関する経過措置、 
②投資ファンドに対する国別報告書の適用、③パートナーシッ
プに対する国別報告書の適用、及び④MNEグループの提出基
準値として合意された7億5千万ユーロに関する為替変動の影
響、の4つでした1。2016年12月、OECDは同指針を改定し、国
別報告書の通知義務に関する新たな質問を含め、通知義務に
対するフレキシブル・アプローチの採用が、行動13のミニマム・
スタンダードに沿ったものであるかについて取り上げました2。

今回発表された改定指針は、以下の4つの論点に係る事項につ
いて改変しています。

• 国別報告書のテンプレートに記載されている項目の定義

• 国別報告書において報告対象となる法人

• 国別報告書の提出義務

• 国別報告書の共有メカニズム

その中には、新たに追加された5つの質問事項、すなわち、①収
益の定義、②企業グループ及び構成企業の存在を判定するた
めの会計基準、③グループの連結総収益の定義、④主要株主の
取扱い、⑤国別報告書の図表1に記載する関連者の定義が含ま
れています。

国別報告書のテンプレートに記載されている
項目の定義
改定指針では、投資活動から生じる特別損益を国別報告書の
図表1の収益欄に含めなければならないことが明記されてい 
ます。

さらに、関連者（related party）の収益に関する報告について、
関連者は行動13における関連企業（associated enterprises）
と定義され、国別報告書の図表2に記載する構成企業と解釈さ
れるべきとしています。これにより、MNEグループの構成企業
の定義に該当する関連企業のみが、関連者とされることが明ら
かになりました。

国別報告書において報告対象となる法人
改定指針は、行動13の報告書において、企業グループ及び構
成企業の存在の判定基準として、特定の会計基準における連
結ルールを適用すべきとの記載はありません。しかしながら、最
終親会社（Ultimate Parent Entity、以下「UPE」）もしくは代理
親会社（Surrogate Parent Entity、以下「SPE」）の株式持分が
公開証券取引所で取引されている場合、UPE／SPEの税務管
轄地はMNEグループに対し、グループが既に採用している会計
基準における連結ルールの適用を義務付けることが期待され
るとしています。

一方、UPE／SPEの株式持分が公開証券取引所で取引されて
いない場合、選択した会計基準を複数年度にわたって適用する
ことを条件に、UPE／SPEの税務管轄地はMNEグループに対
し、現地において一般に認められた会計基準、国際財務報告基
準（以下、「IFRS」）、その他の会計基準のいずれを適用するか
の選択を認めてよいとしています。一方、UPE／SPEの税務管
轄地が特定の会計基準の採用を義務付けている場合は、当該
会計基準が適用されなければならないとしています。また、税
務管轄地の連結ルールにおいて、投資主体は被投資企業を連
結しなければならないと規定されている場合、税務管轄地は、
構成企業の存在の判定基準として、IFRSの連結ルールの適用
を認めてよいとしています。ただし、特定のMNEグループの国
別報告書において全体的に採用されている会計基準から逸脱
する場合は、当該MNEグループの国別報告書の図表3に記載
する必要があります。 

さらに改定指針には、非関連者が少数株主持分を保有する構
成企業をどのように取り扱うかも明記されています。適用会計
基準において、非関連者が少数株主持分を保有する構成企業
の全部連結が定められている場合、当該構成企業の収益は全
て7億5千万ユーロの基準値に含める必要があります。加えて、
国別報告書に含める構成企業の財務データは、按分計算した
金額ではなく全額でなければなりません。

国別報告書の提出義務
適用会計基準に基づく連結財務諸表に投資活動から生じる特
別損益が記載されている場合、改定指針で明確化された図表1
の収益の定義に従い、税務管轄地は、7億5千万ユーロの基準
値を満たすか否かの判定基準となるグループの連結総収益に、
当該損益を含めることを義務付けてよいとしています。
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巻末注
1. 2016年6月29日のEYグローバルアラート、「OECD releases additional Guidance on implementation of Country-by-Country 

reporting」をご覧ください。
OECDが国別報告書の実施に関する追加指針を公表
https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20160712-3.html

2. 2016年12月5日のEYグローバルアラート、「OECD updates Guidance on Country-by-Country Reporting and launches new site on 
country-specific implementation」をご覧ください。
OECDが国別報告書に関する指針を改定、国ごとの実施状況を掲載する新ウェブサイトも開設
https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20161219-2.html

また、一定の項目に関して、財務諸表に取引総額を計上しない
場合がある金融機関の基準収益を判定するため、MNEグルー
プは、適用会計基準上における「収益」に類似する項目（ネット・
バンキング・プロダクト、ネット・レベニュー等）を用いるべきと明
記されています。例えば、金利スワップ等の金融取引から生じる
損益が、適用会計基準に基づきネットベースで適切に報告され
ている場合、「収益」とは取引から生じるネットの金額を意味す
るとしています。

国別報告書の共有メカニズム
OECDの今回の発表では、国別報告書の共有メカニズムに係る
事項ついて新たに追加された指針はありません。

おわりに
国別報告書の実施と解釈上の問題について、BEPS包摂的枠
組みの参画メンバー及びOECDが指針を発表したのは今回で
3度目になり、各国間の一貫性を確保するのに役立つと思われ
ます。改定指針により、取り上げられた事項の取扱いが明確化
されました。国別報告書全般、とりわけ最終親会社報告事項に
関しては、この1年、継続的かつ活発な協議が続けられてきまし
た。更なる指針が発表される見込みは現時点では不明ですが、
新たな報告要件や改定要件及び今回発表された改定指針につ
いての各国の実施状況や反応に関して、企業は今後も動向を
注視する必要があります。

本アラートに関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。
EY税理士法人
須藤 一郎 パートナー +81 3 3506 2637 ichiro.suto@jp.ey.com
佐藤 佳子 エグゼクティブ ディレクター +81 3 3506 2703 yoshiko.sato@jp.ey.com
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EYについて
EYは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの分野における世界的なリー
ダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらし
ます。私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出してい
きます。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献
します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバル・ネットワークであり、単体、もし
くは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アン
ド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していませ
ん。詳しくは、ey.com をご覧ください。

EY税理士法人について
EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロスボーダー取引、M&A、組
織再編や移転価格などにおける豊富な実績を持つ税務の専門家集団です。グローバルネットワーク
を駆使して、各国税務機関や規則改正の最新動向を把握し、変化する企業のビジネスニーズに合わ
せて税務の最適化と税務リスクの低減を支援することで、より良い社会の構築に貢献します。詳しく
は、www.eytax.jp をご覧ください。
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本ニュースレターに関するご質問・ご意見
等がございましたら、弊社の担当者又は 
下記宛先までお問い合わせください。

EY税理士法人
ブランド、マーケティング アンド コミュニケーション部
tax.marketing@jp.ey.com

メールマガジンのお知らせと登録方法
弊法人では、上記ニュースレター、専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的にメールマガジン
にて配信しております。
メールマガジン配信サービスのお申し込みをご希望される方は、以下をご参照ください。
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ます。
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